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「看護技術」ということばは，なぜ「技術」ということばを使用しているのかに拘り，一般的に使用されている「技術」

のことばに含まれている意味を確認し，看護分野において「技術」ということばを使用している意味について検討した。

一般的に「技術」ということばは，人間が道具を用いて目的をもって，自然に働きかけてものをつくることの意味があ

り，人間が手とこころを使って，なにか生産することに関わっているという意味を含んでいる。したがって，看護分野に

おいても「技術」ということばを使用しているのであれば，看護師が手とこころを使って，看護を必要としている人々に

望ましい健康上の変化を生み出す行動をしなければならないといえる。その点が，「看護方法」という表現との相違であ

るといえる。

「技術」がものをつくることに関わることばであることから，看護教員は単にやり方や手順や根拠を教えるという技術指

導ではなく，「ものを生産する」という技術論の観点をふまえ，「技術」ということばの意味を理解したうえで，看護技術

を指導する姿勢が重要であると考える。その意味で，これからも技術教育のあり方がつねに問い直さなければならない

といえる。
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1．はじめに

従来より，看護は実践の科学であるといわれている。そ

のために看護基礎教育では，看護専門職として必要な知

識・技術・態度を修得させることを目的としてきた。一

般的に，知識とはある事柄などについて理解し知ってい

る内容であり，技術とはものごとを取り扱ったりする時の

方法や手段，それを行うわざを言う。さらに態度とは，物

事に対した時に感じたり考えたことが言葉・表情・動作

に現れたものであり，事に臨むときの心構えや身構えを

言う。それゆえ，看護を学ぶ学生には，人々の健康の予

防・保持増進に関する知識を修得させ，看護の方法や

手段，さらに看護専門職としての心構えや身構えを身に

付けさせる必要がある。

ところで看護分野では，一般的に看護を実践する方法

や手段を教育することを，「看護技術を教える。」や「看

護技術を身に付ける。」，「看護技術教育」ということばを

使用し，「看護の手段を身に付ける。」「看護方法教育」

ということばを使用することが少ない。

言うまでもなくことばは我々にとり考えるための道具で

あり，コミュニケーションの手段である 1）。ことばは，音

声や文字によって人の感情・思想を伝える表現法である

ことから人に教える立場にある者は，使用することばの意

味を理解し伝えていく必要があると考える。看護分野で，

「手段」や「方法」ではなく「看護技術」と表現してい

ることにはどのような意味があるのか，そのことばが伝え

たいことは何なのかについて，認識し看護技術の教育を

実施していく必要があると考える。

そこで本論は，一般的に使用されている「技術」とい

う言葉の意味を再確認し，看護技術として「技術」とい

うことばを使用する意味について再考する。

2．「技術」ということばの意味

「技術」ということば，ギリシャ語ではテクネであり，生

み出すという動詞からきている。我が国における「技術」

ということばは，江戸末期までは芸であり芸術でもあり区

別されてはいなかったが，西 周が「芸術」に対し「技

術」という訳語を提唱し，1871年に明治政府が官庁用語

として，はじめて「技術」ということばを用いた 2）。1880

年代に近代産業技術や機械技術として「技術」というこ

とばが多く使用されたが，「技術とは何か」という概念確

立はなされなかった。「技術」ということばが，日常生活

の中で使用されるようになったのは大正デモクラシー期で

ある 3）と言われている。

一般的に「技術」の「技」は「手業をなす」意味で

あり「術」は目的をもって行動・実践する意味を表す。そ

のことから「技術」ということばは，人間が道具を用いて

目的をもって，自然に働きかけてものをつくることの意味

がある 4）。換言すれば，技術とは人間が手とこころを使っ

て，なにか生産することに関わっているという意味を含ん

でいるといえる。

現在では「技術」ということばは，「技術革新」や「裁

縫の技術」「技術移転」「産業技術」「知的生産の技術」

など広い領域にわたり使用されているが，いずれの分野

も人間が手とこころや道具を用いて，何か生産すること

に関わっているといえる。したがって，　看護分野におい

ても看護技術ということばを使用しているのであれば，看

護師が手とこころを使ってなにか生産することに関わって

いなければならない。看護師は何を生産しているのであ

ろうか。

野島は，看護技術は，看護師が看護実践活動を具体

的にすすめるために活用する手段であり，看護関係の生

成過程の中でクライエントが「現在像」から「修復像」

に向けて変化する過程に適用されることから，看護技術

とは看護関係の生成過程において，クライエントの中に，

望ましい健康上の変化を生み出す人間行動の形のことで

ある 5）と述べている。そして野島は，看護技術に関係す

る用語を「技術（art）」と区別して次のように定義してい

る 6）。手順（procedure）とは，技術目的を実現するため

に行う，諸手段の配列や操作の順序のことであり，技法

（technique）とは，技術目的を実現するために用いられ

る方法や手段の操作のしかたのことである。そして技能

（skill）とは，直感や経験により修得された順序に従って

操作することで技術の目的を実現する人間行動の形のこ

とである。これらのことから看護師が手とこころを使って
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生産していることは，クライエントにとっての「望ましい

健康上の変化を生み出す。」ことであると理解することが

できる。したがって，看護分野で用いている「技術」と

いうことばの意味は，看護実践活動を進めるために活用

する手段ではあるが，その手段は望ましい健康上の変化

を生み出す行動の意味を含んでおり，一般的に他の分野

で使用されている「技術」の意味と同様の意味で使用さ

れていると考えることができる。その点が，「看護方法」

という表現との相違であるといえる。

次に，「看護技術」ということばがいつごろから使用さ

れたのか，我が国の看護職の一定水準を記載している保

健師助産師看護師学校養成所指定規則（以下，指定規

則とよぶ。）の変遷とその時期に使用されていた看護技

術の教本を通じてみてみよう。

3．保健師助産師看護師学校養成所指定規則
の変遷における「技術」ということば

学校教育では，教育課程（以下，カリキュラムという。）

を作成するときには，どのような人材を育成するのかとい

う理念をもとに教育目的・教育目標を作成し，その目的・

目標を達成するために相応しい学習内容を精選する。そ

して精選された内容に適した教科目名をつけ，教える順

序を考慮しカリキュラム編成を行う。看護教育においても

同様である。

わが国の看護教育がはじめて国家水準で実施されるよ

うになったのは，戦後である。1948年の保健婦助産婦看

護婦法（2002年 3月より「婦」から「師」に改正）の

制定に伴い 1949年に指定規則が公布されたが，この内

容は 1947年に制定された保健婦助産婦看護婦令を引き

継いだものであり，甲種看護婦，乙種看護婦の教育内容

であった。1951年に保健婦助産婦看護婦法の改正により

看護師，准看護師が新設され，指定規則は大幅に改正

され，現在の指定規則の原型となっている 7）。この指定

規則は，我が国の看護職の一定水準を備えた学校及び

養成所を指定する基準と手続きを定めたものであり，施

設・設備や教員および入学資格，教科目・時間数など

の教育内容について記載されている。その指定規則に準

じて保健師・助産師・看護師学校養成所はカリキュラム

を作成し教育を実施していくのである。

わが国の看護職の国家水準確保という機能を果たす指

定規則は，社会の変化，疾病構造の変化に伴い，国民

が求めている看護師を育成することを目的に教科目や時

間数などの教育内容がたびたび改正されてきた。看護師

（3年課程）学校養成所の教育内容に限定してみてみる

と，今日まで 5回の改正がなされている（表 1）。

1）1951 年の指定規則に定められた教育内容

1950年代の社会は，自動車が急増し大阪で戦後初の

コンクリート造りの公営住宅が完成するなど，国民は戦

後から立ち直ろうとしている時代であった。我が国の看

護を取り巻く環境は，1950年に厚生省が完全看護制度

を打ち出し，第 1回看護婦国家試験がおこなわれ，1951

年には世界保健機構（WHO）に正式に加盟するなど世

界にも目を向けようとしていた。このような時代に改正さ

れた指定規則の教育内容は，甲種看護婦養成所カリキュ

ラムから看護婦養成所カリキュラムに改正され，看護に

関する教科目名をみると「看護倫理」「看護原理および

実際」「内科学および看護法」「外科学および看護法」と

いう科目が設定された。看護原理や実際，看護法という

表記であり，まだ看護技術という科目名はみられていな

い。

この当時に使用されていた教本をみると，連合軍最高

司令部公衆衛生福祉局看護課の初代課長として赴任した

オルトが，アメリカの看護関係図書を翻訳紹介した『看

護実習教本』（東京看護教育模範学院編：メジカルフレ

ンド社，1947）がある。この『看護実習教本』は，基礎

看護法，診断課程介助，治療処置，内科外科看護法総

論，特殊施設の 5部に分かれて構成されている。基礎看

護法には，ベッドの作り方，寝衣の着せ替え方，便器，

尿器の与え方，全身清拭などについて，治療処置には，

浣腸，導尿，投薬法，皮下注射法，筋肉注射法，胃管

栄養法などについて書かれている。どの項目も目的，注

意事項，必要物品，手順としての方法について書かれた

内容であり，この教本が全国的に看護学校の「基礎看
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護」の実習教科書として使用されていた 8）。このような状

況のなか，1951年の改正で設定された「看護原理及び

実際」の教本として使用されたのは，『看護実習教本』を

もとに出版された『基礎看護』（吉田時子著：メジカルフ

レンド社，1954）であり 9），その内容は，項目ごとにそ

の必要物品や手順，留意事項について書かれた内容で

あった。

2）1967 年の指定規則に定められた教育内容

1967年当時の社会の動きは，高度経済成長をめざし

ていた時代であった。看護を取り巻く環境は，1964年に

高校職業教育の一環として高等学校衛生看護科の設置，

聖路加看護大学の発足がみられる。1967年には大阪大

学に国立大学で最初の短期大学部看護科が発足し，日

本看護学会が創設された時代背景のなか，1967年の指

定規則は改正された。

改正された指定規則の教育内容は，包括医療や総合

看護の考え方の普及，医学の枠組みから看護学の枠組

みへの転換を意図したものであり，医療が人間を総合的

にとらえ，健康の保持増進，疾病予防から社会復帰を含

めて健康のあらゆるレベルに対して働きかけていこうとす

る概念の拡大に対応し，看護教育も対症看護にとどまら

ず全人的な看護を目指すものとして専門科目を看護学と

して独立させる改正であった。

看護学の教科目は「看護学総論」「成人看護学」「小

表 1　指定規則の看護に関する教育内容の変遷（看護師―3年課程）
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児看護学」「母性看護学」を 4つの柱として構成し，看

護学総論の内訳として「看護概論」「看護技術」「総合

実習」の 3科目が表記された。この年の改正ではじめて

看護技術という科目名が公の科目となった。

看護技術という教科目ではどのような内容を教授して

いたかは，当時多くの看護学校で使用されていた『最新

看護学全書 13　看護学総論 II』（吉田時子著：メジカル

フレンド社，1968）の内容から推察することができる。そ

の内容は，看護行為の基本的要素，観察，記録・報告，

ボデイメカニックス，安全，感染予防，看護計画，生活

の援助（環境・栄養と食事・排泄・清潔・運動 休息 安

楽・リハビリテーション・危篤時の看護），診療への協力

（診察と検査・体温 脈拍 呼吸および血圧の測定・身体

各部の測定・包帯法・浣腸・導尿・経管栄養法・罨法・

与薬・吸入・吸引・洗浄・穿刺）で構成され，技術を

実施する時に理解していなければならない関連知識や留

意点，方法の記載があり，方法として必要物品や手順が

記載されていた。これらの記載内容は，『看護実習教本』

をもとに出版された『基礎看護』（吉田時子著：メジカル

フレンド社，1954）に類似していることが伺える。

3）1989 年の指定規則に定められた教育内容

1980年代から少子高齢化が急速に進み，疾病構造の

変化に伴い医療の場は病院から在宅へと移行し保健医療

を取り巻く環境は大きく変化した。指定規則が改正され

た当時の社会の動きをみると，年号が平成となり，厚生

省は一定の基準に達している施設を緩和ケア病棟として

認可を開始した時代である。看護を取り巻く環境は，

1988年に聖路加看護大学大学院に博士課程ができ，私

立総合大学で最初となる北里大学看護学部が設立され

た。また訪問看護等在宅ケア総合推進モデル事業が始

まった時代背景のなか，看護専門職として質の高い看護

のできる人材育成をめざして，約 20年ぶりの改正がなさ

れた。改正の考え方は，医療の進歩に対応できる判断能

力や問題解決能力を身に着けるための幅広い学習を目指

したゆとりあるカリキュラムにすることや，さまざまな健康

段階に対応できるための知識を重視すること，チーム医

療を推進できるよう多職種との連携をはかる教育を行うこ

とであった。

看護に関する教科目をみると「看護学総論」は「基礎

看護学」と科目名が変更され，「看護技術」は「基礎看

護技術」となった。「成人看護学」「小児看護学」「母性

看護学」に加え「老人看護学」が新たに設立されたこと

は少子高齢化の社会に対応したものと考える。

この当時に発刊されていた『基礎看護技術・第 3版』

（氏家幸子著：医学書院，1990）の編纂について，氏家

は，看護専門職の看護技術は科学的思考により熟練した

技で行う行為であり，その行為は常に創造性を発揮する

ものであると考え，Artを志向したと述べている 10）。その

構成は看護技術の基礎を教育する内容とし，日常生活の

援助，診療に伴う看護，看護行動に共通する行為とし項

目ごとに，意義や基礎知識，具体的な実施内容（目的，

使用物品，留意事項，実施手順）でまとめられている。

時代の要請に対応して初版本の内容を部分的に変更し改

定しているものの，基本的にこの構成内容は，氏家が『基

礎看護』（吉田時子著：メジカルフレンド社，1954）を

学びの源流としている 11）と述べているように，『基礎看

護』とよく似た構成であることが伺える。

4）1996 年の指定規則に定められた教育内容

この当時の社会は，少子高齢化が急速に進展し在宅

療養者が増大していた。1995年に阪神・淡路大震災が

発生した時代であり，1996年に厚生省はこれまでの成人

病を生活習慣病に名称変更した。看護を取り巻く環境は，

1994年に初の保健士が誕生し，1995年には専門学校卒

業生に「専門士」の称号が与えられ，1997年には介護

保険法が成立した。

1996年の改正による教育内容のねらいは，高齢化や

在宅療養者の増加に伴う国民のニーズの拡大への対応

や，看護を取り巻く環境の変化に柔軟に対応できるよう

に各養成所が創意工夫のあるカリキュラムを編成しゆとり

と魅力の向上を図ることを可能にしたものであった。

看護に関する教科目をみると，これまでの基礎看護学，

成人看護学，小児看護学，母性看護学に加え精神看護
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学，在宅看護論の新設とともに，老人看護学が老年看護

学に名称変更され，教育科目から教育内容による表示と

なった。これまで基礎看護技術は教科目名として記載さ

れていたが，その表記がなくなり基礎看護学という教育

内容に包含され，各看護学及び在宅看護論に共通する

基礎的理論や基礎的技術を学ぶ内容とすると記載されて

いる。

5）2008 年の指定規則に定められた教育内容

この当時の看護を取り巻く環境は，医療の高度専門化

が進むなか，安全で安心できる医療提供体制の構築を

目指した医療提供体制の改革ビジョンが 2003年に打ち

出され，看護基礎教育も充実した質の高い教育が求めら

れていた。特に新卒看護師の臨床実践能力の低下が問

題となり看護実践能力を強化することを意図して 2008年

の指定規則は改正された。

看護に関する教育内容をみると，専門分野の構造化を

図り「専門分野 I」「専門分野 II」「統合分野」とし，統

合分野は「在宅看護論」と「看護の統合と実践」で構成

している。「専門分野 I」は基礎看護学の内容であり，コ

ミュニケーション，フィジカルアセスメントを強化し，事

例等に対して看護技術を適用する方法の基礎を学ぶと記

載されている。そして，看護基礎教育の技術項目の卒業

時の到達度を明確化して提示している。

この当時に発刊されていた『新体系看護学全書 基礎

看護学 2　基礎看護技術 I』（深井喜代子編：メジカルフ

レンド社，2007）は，基礎看護技術は科学的な基盤をも

つべきであるとの考えから，手順のみを漠然と示すことを

避けて，技術の目的やなぜこの点に留意するのかなどの

根拠を意識させる内容になっている。

4．望ましい看護技術指導とは

「技術」ということばは，ものをつくるという意味を含ん

でいることから，看護技術を指導する教員は，「技術とは

何か」を正確に把握し，「技術」ということばの本来の意

味を十分理解したうえで，学生に伝え技術指導を行うこ

とが重要であり，技術教育を行う上で最も基本的なことで

あると考える。しかし，現実はこの点を十分に把握しな

いまま技術を指導している教員が多いのではないだろう

か。

前述したように，1951年，1967年の指定規則改正当

時に教材として使用されていた教本は，『看護実習教本』

（東京看護教育模範学院編：メジカルフレンド社，1947）

をもとに編集された『基礎看護』（吉田時子著：メジカル

フレンド社，1954）であり，その『基礎看護』をもとに

編集された『最新看護学全書 13　看護学総論 II』（吉田

時子著：メジカルフレンド社，1968）である。それらの

教本の構成内容は，必要物品や手順という表記がなされ

ていることから，「技術」ということばの持つ意味を十分

理解しないまま，当時の看護教員は手順を重視した技術

指導をしていたと考える。そして 1989年の指定規則改正

の考え方が，医療の進歩に対応できる判断能力や問題

解決能力を身に着けるための幅広い学習を目指したゆと

りあるカリキュラムにすることや，さまざまな健康段階に

対応できるための知識を重視することが強調されてから，

看護技術の指導に関する考え方は，これまでの手順

（procedure）教育が否定され，根拠や理論を重視した技

術指導が推奨される傾向になった。この傾向は，ますま

す「技術」ということばのもつ意味を理解しないで技術

指導がなされる状況になったと考える。

看護専門職の看護技術は，科学的な思考により熟練し

た技で行う行為であり，常に創造性を発揮するものであ

る 13）。したがって看護教員が看護技術指導を実施するに

は，手順（procedure）の段階，技法（technique）の段

階，技能（skill）の段階がある 13）ことを理解し，最終的

に看護師の手とこころを使って，看護を必要としている

人々の，望ましい健康上の変化を生み出すという創造性

を発揮する技術（art）を学生に修得させるような指導を

行うことが肝要であると考える。

5．おわりに

看護分野において，なぜ「技術」ということばを使用

しているのかに拘り，一般的に使用されている「技術」
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の言葉に含まれている意味を確認し，看護分野における

「技術」ということばの意味についてみてきた。

看護技術の指導は看護教員の演示をみせて，学生に

体験させながら技術を修得させることが効果的な指導で

ある。しかし，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

予防に努めなければならない昨今は，学生と対面で授業

を行うことが困難な状況である。遠隔授業では限界があ

り，学生の技術習得の低下が懸念される。

どのような状況であろうとも，「技術」がものをつくるこ

とに関わることばであることから，看護教員は単にやり方

や手順や根拠を教えるという技術指導ではなく，「ものを

生産する」という技術論の観点をふまえ，「技術」という

ことばの意味を理解したうえで，看護技術を指導する姿

勢が重要であると考える。その意味で，これからも技術

教育のあり方がつねに問い直さなければならないといえ

る。
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The purpose of this study is to elucidate the reason why the term "art" is used in the expression "nursing art." First, the 

JHQHUDO�PHDQLQJ�WKDW�WKH�WHUP��DUW��FRQQRWHV�LV�FODUL¿HG��DQG�WKHQ�WKH�VLJQL¿FDQFH�RI�WKH�WHUP��DUW��EHLQJ�XVHG�LQ�WKH�¿HOG�RI�

nursing is further discussed. 

Generally, the term "art" contains a meaning that humans are involved in making something with their hands and minds. Just 

DV�LQ�WKH�QXUVLQJ�¿HOG��LW�FDQ�EH�VDLG�WKDW�ZKHUH�WKH�WHUP��DUW��LV�XVHG��QXUVHV�VKRXOG�WDNH�DFWLRQ�XVLQJ�WKHLU�KDQGV�DQG�PLQGV�WR�

JHQHUDWH�D�GHVLUDEOH�FKDQJH� LQ� WKH�KHDOWK�RI�D�SDWLHQW�ZKR�QHHGV�QXUVLQJ��7KDW� LV�H[DFWO\�ZKHUH� WKH� WHUP��QXUVLQJ�DUW�� LV�

GL൵HUHQW�IURP�WKH�H[SUHVVLRQ��QXUVLQJ�PHWKRGV���

7KH�VWXG\�OHDGV�XV�WR�WKLQN�WKDW�LW�LV�LPSRUWDQW�IRU�QXUVLQJ�WHDFKHUV�WR�KDYH�DQ�DWWLWXGH�RI�WHDFKLQJ�QXUVLQJ�DUW�EDVHG�RQ�WKH�

understanding of the meaning of the term "art," which is related to the act of producing something, incorporating an artistic 

viewpoint instead of just providing technical instruction such as how to perform certain actions, implement procedures, and 

provide grounds for doing something.
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